
第８回 JCHO東京城東病院地域協議会 議事録 

 

日 時：平成３０年１２月 ５日(水) １３：３０～１４：２０ 

 

場 所：病院３階第一会議室 

 

【内容】 

 ・院長挨拶の後、当院より下記の事項について説明を行った。 

   

 ①病院概況について・・・（①④⑤説明：事務長） 

   ・診療体制 

   ・職員数 

   ・患者数推移 

   ・救急車受入数 

   ・手術件数 

   ・健診受診者数推移 

   ・紹介患者数推移 

   ・逆紹介患者数推移 

   ・主な紹介元 

   ・医療機器の共同利用者数 

   ・地域との交流（病院） 

 ②介護老人保健施設・・・（説明：課長補佐） 

  ○老健施設の概要 

   ・入所 

   ・通所（デイケア） 

   ・入所者数の推移 

   ・通所者の推移 

   ・利用者の介護度 

   ・在宅復帰率の推移 

   ・老健季節行事 

 ③地域包括支援センター（亀戸東長寿サポートセンター）（説明：センター長） 

   ・相談内容内訳及び前年度比較 

   ・Ｈ30年度ケアプラン発生件数及び前年度比較 

   ・地域活動報告 

   ・今後の主な取り組み 

  ④開放型病床について 

   ・開放型病床とは・・・ 

   ・登録医申請 

   ・入院手続き 

   ・当院での診療の流れ 

 ⑤当院における職員のスキルアップ及び地域向けイベント等について 

   ・敬老の日イベント（認知症予防について） 



   ・防災訓練 

   ・職場体験学習（中学生） 

   ・当院医師のＮＨＫ番組出演について 

     

【質疑応答・意見交換】 

Ｑ．地域包括支援センターの相談件数が前年度よりかなり延びてきてますが、要因の心当た 

  りを教えてください。 

Ａ．昨年の４月に豊洲から現在の亀戸に移設したため、昨年度は地域住民の方々にあまり 

  知られていなかったが、継続的にＰＲ活動を行う事及び民生委員の方が継続的に訪問活 

  動を行っていただいた事により地域の方々に周知された事が要因と考えられます。 

  

Ｑ．病院・健康管理センター・介護老人保健施設・居宅介護支援事業所・地域包括支援セン 

  ターとほぼフルスペックの資源を備えた施設である故のメリットからなる具体的取り組 

  みは、どのような事をしていますか。 

Ａ．病院で高齢の方が急性期病棟に入院し、治療がある程度落ち着いた時に在宅に帰れるか 

  、帰れないかの判断をする際に、更にリハビリを必要とする患者様へ包括ケア病棟を６ 

  ０日間ご利用頂くことができ、継続してリハビリを実施することができる。それでも在 

  宅復帰が難しい患者様には、更に併設している老人保健施設をご利用頂くことにより十 

  分なリハビリを実施した後在宅復帰となります。 

  リハビリのスタッフが高齢者に時間をかけて深く関わることにより、在宅復帰率にも反 

  映しています。 

  入院時に在宅復帰のための方向性を検討できること、頻繁に多職種によるカンファレン 

  スを実施できることから、在宅復帰について最善の方法を考えられることなどです。 

 

Ｑ．災害等が発生した場合の非常用電源はどこにありますか。 

Ａ．地下２階にあります。 

   

Ｑ．災害拠点連携病院になっていますが、非常用電源の運転可能時間、今後設置場所を移動 

  させる予定はあるか、ソーラーシステム等の導入は考えているますか。 

Ａ．非常用電源の運転可能時間は約４０時間です。 

  水害が発生した場合に非常用電源が使用できなくなることが考えられるが、設置場所の

  移動についてはかなり難しい現状です。今後、移動やソーラーシステム等の導入を考え 

  ていきたいと思っています。 

 

Ｑ．来年のゴールデンウィークの１０連休の予定はどうなっていますか 

Ａ．地域のニーズに合わせ行いたいが、現在の予定は、２日間程内科と外科の医師を２名体 

  制で配置しての救急対応を考えている。また、検査技師、放射線技師は２交代制として 

  いるため終日配置をします。通常の外来体制はしない予定です。 

  手術等については今後細かいところを検討する予定です。地域のニーズや状況を考慮し 

  て考えていきたいと思っています。 

 

Ｑ．災害時には病院に軽症患者から重症患者が押し寄せてくると思われますが、災害拠点連 



  携病院として病院前に救急医療救護所等の設置をどのように考えていますか。 

Ａ．医師会の防災部会でも以前から協議していますが、当院では駐車場でトリアージを実施 

  することが役割となっているのでその役割を果たしていきます。 

Ｑ．救護所設置に係る資財等の相談を今後していきたいと思います。 

 

Ｑ．水害等が発生した場合の避難場所に近隣のマンションと協定を結んでいるが、急病の方 

  の避難等を含めた対応はできますか。 

Ａ．現状、具体的な対応策が出来ていない、スペース等の問題あり、となっているが前向き 

  に検討していきたい。 

Ｑ．水害の際にゴムボートで移動が可能と思われる為、先日警察と水防訓練を実施して、協 

  定を結んだため、いざとゆう時にゴムボートの貸し出しをお願いしているところなので

  搬送したさいのは対応をお願いします。 

 

 

次回開催は来年の初夏頃頃を予定。詳細な日程は後日改めて決定する。 

 

最後に、院長より謝辞を述べ閉会した。 

 

以上 

 


